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共済組合提出用
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入　 　力

月
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(該当番号に○印)

フリガナ

氏　　名

1

2払戻区分

<注>　1　太線のなかだけ記入してください。（ただし、口座閉鎖の場
　　　　 合には払戻金額欄は記入しないでください。）
　　　　2　印鑑は貯金加入申込書により届出した印鑑と同一のものを
　　　　 使用してください。
　　　　3　組合へ届出してある送金口座に変更があるときは、組合員
　　　　 送金口座変更届書を併せて提出してください。
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貯　金　払　戻　請　求　書

5 0 3 1 2 3 4 5 1 0 0

キョウサイ　タロウ

共済　太朗

月

月

万円
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済
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印

退　職 （ 月 ）

群馬県市町村職員共済組合理事長　様

非課税申告額キョウサイ　タロウ
月

4 5 払戻金額
番
　
号
1 2 3

フリガナ

上記金額を私の貯金口座から払戻してください。

3

月

5 0 3 0

氏　　名 共済　太朗

(該当番号に○印)
計

1 一部払戻

2 退　職 （

0

日

円

<注>　1　太線のなかだけ記入してください。（ただし、口座閉鎖の場
　　　　 合には払戻金額欄は記入しないでください。）
　　　　2　印鑑は貯金加入申込書により届出した印鑑と同一のものを
　　　　 使用してください。
　　　　3　組合へ届出してある送金口座に変更があるときは、組合員
　　　　 送金口座変更届書を併せて提出してください。

払戻区分
月

日 ）

0

万円

所 属 所 控

貯　金　払　戻　請　求　書
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月

月
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月

3 口座閉鎖
利息

差引支払利息

月
元　　　　　　金

群馬県市町村職員共済組合理事長　様

上記金額を私の貯金口座から払戻してください。

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

届け印

届け印

円

円

届け印

キ リ ト リ セ ン

※貯金を払戻しする場合に提出してください。
なお、１回の払戻しには１枚の請求書でお願いいたします。

～一部払戻～

届出の印鑑を押印してください。前月末日の貯金額に対して
１，０００円以上を残してください。

届け印



貯　金　払　戻　請　求　書 課　　　長
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号
5 0 3

共済組合提出用
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払戻金額2
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3 4 5

元　　　　　　金
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1 一部払戻 月
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月 差引支払利息

払戻区分
月

2 退　職 （ ○○月○○日 ） 入　 　力
(該当番号に○印)

計

3 口座閉鎖
利息 円

<注>　1　太線のなかだけ記入してください。（ただし、口座閉鎖の場
　　　　 合には払戻金額欄は記入しないでください。）
　　　　2　印鑑は貯金加入申込書により届出した印鑑と同一のものを
　　　　 使用してください。
　　　　3　組合へ届出してある送金口座に変更があるときは、組合員
　　　　 送金口座変更届書を併せて提出してください。
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上記金額を私の貯金口座から払戻してください。

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

群馬県市町村職員共済組合理事長　様

1 2 3 4 5 払戻金額

所 属 所 控

貯　金　払　戻　請　求　書
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月
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月

月
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万円

月

元　　　　　　金

○○日(該当番号に○印)

払戻区分
月

2

氏　　名 共済　太朗

月

3 口座閉鎖
利息 円

1 一部払戻 月

○○

退　職 （ ○○
計

日

）

群馬県市町村職員共済組合理事長　様

<注>　1　太線のなかだけ記入してください。（ただし、口座閉鎖の場
　　　　 合には払戻金額欄は記入しないでください。）
　　　　2　印鑑は貯金加入申込書により届出した印鑑と同一のものを
　　　　 使用してください。
　　　　3　組合へ届出してある送金口座に変更があるときは、組合員
　　　　 送金口座変更届書を併せて提出してください。

上記金額を私の貯金口座から払戻してください。

令和 ○○ 年 ○○ 月

届け印

届け印

円

円

届け印

キ リ ト リ セ ン

※退職を伴う解約の場合に提出してください。
なお、共済貯金の解約は退職時のみとなっています。

～退職～

届出の印鑑を押印してください。
記載しないでください。

届け印


